
 

  

相模原市は自治会活動を応援します！ 

自治会等集会所空調・断熱窓 

更新サポート事業 



１．補助対象者 

  相模原市内の自治会（地方自治法に規定する地縁による団体）と 

一定の地区内の自治会で組織される地区自治会連合会 
 

２．補助対象施設 

  次に掲げる全ての要件に適合するものとします。 

 （１）自治会等が所有する施設であること。※ 

 （２）建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)その他法令に適合するものであること。 
 
※壁掛形エアコンの設置に限り、次の場合も補助対象とします。 

自治会等が貸借契約等により借用し、自治会等の活動の拠点として維持管理及

び利用し、電気料金を継続的に負担している場合 

なお、施設所有者に承認を得ていることなどを証する書類として、建物の全部事

項証明書に替えて、次の書類を準備してください。 

（１）貸借契約等を証する書類の写し 

（２）自治会等が当該貸借物件の電気料金を支払っていることを証する書類の写し 

（３）施設所有者の省エネ設備導入に係る承認を証する書類の写し 
 

３．補助対象設備・補助対象経費 

壁掛形エアコン 
・省エネ基準達成率 100％以上の製品 

 （統一省エネラベルの省エネ性マークが緑色） 

 （目標年度２０２７年度） 

断熱窓等 
・熱貫流率が 2.3W/（㎡・K）以下の建材 

（内窓設置、外窓交換、ガラス交換） 

 ※壁掛形エアコンまたは断熱窓等のどちらか一方を選択してください。 

●補助対象経費 

省エネ設備本体の購入費及び設置工事費、省エネ設備設置に伴う付帯工事費な

ど。 

入替の場合、壁掛形エアコンの廃棄処理費も補助対象とします。 
 

４．補助率、補助上限額 

  補助対象経費 × 補助率9/10 （補助金上限額は90万円） 
 ※補助額は千円未満切り捨て 

 ※国等の補助金（先進的窓リノベなど）は補助対象経費から差し引いて、市補助金を

算出してください。 
 
５．申請期間 

  令和８年５月１１日（月）から７月３１日（金）まで（申込順）  ※１集会所あたり１回

まで 

  ※予算上限に達し次第、受付を終了します。 



６．補助金交付までのおおまかな流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自治会として省エネルギー設備を設置することを意思決定します 

・事業者に見積りを依頼します 

 

添付書類 

・設備の仕様がわかるもの 

 （カタログなど） 

・見積書の写し 

・設置予定場所の現況写真 

・設備の配置予定図 

・建物の全部事項証明書など 



 

 

○補助金交付決定通知書の受領前に設置した場合は補助対象外となります。 

 交付決定通知書を受領するまでは発注を行わないでください。 

 

○設備の新規設置の他、既存設備の入替えも補助対象です。 

 

○補助事業により設置した設備は、処分制限期間内に補助金の交付目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供してはなりません。 

 処分制限期間 （壁掛形エアコンは６年、断熱窓等は１０年） 

  

○事業の効果測定等のため、アンケート調査を実施する場合があります。 


